
     

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
条
例
第
四
十
一
号 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年
広
島
県
条
例
第
三
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 
 第

三
条 

（
略
） 

 第
三
条 

（
略
） 

事
務 

市
町 

事
務 

市
町 

（
建
築
基
準
法
関
係
） 

五 

（
略
） 

 

⑴―

⑾ 

（
略
） 

 

⑿ 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

十
一
項
の
規
定
に
よ
る
敷
地
と
道

路
の
関
係
に
関
す
る
認
定 

 

⒀ 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
内
の

建
築
制
限
に
関
す
る
認
定 

⒁―

⒄ 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

 

（
建
築
基
準
法
関
係
） 

五 

（
略
） 

 

⑴―

⑾ 

（
略
） 

 

⑿ 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
敷
地
と
道
路

の
関
係
に
関
す
る
認
定 

 

⒀ 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
内
の
建

築
制
限
に
関
す
る
認
定 

 

⒁―

⒄ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

第
二
条 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

第
二
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

（
略
） 

事
務 

市
町 

事
務 

市
町 

 
 

 
 

二
十
三
の
五 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被

害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七

十
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

法
」
と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
の

た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

⑴ 

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
雨

東
広
島
市 

 
 



水
浸
透
阻
害
行
為
の
許
可 

 
⑵ 

法
第
三
十
四
条
（
第
三
十
七
条

第
四
項
及
び
第
三
十
九
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害

行
為
の
許
可
の
条
件
の
設
定 

 

⑶ 

法
第
三
十
五
条
（
第
三
十
七
条

第
四
項
及
び
第
三
十
九
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害

行
為
の
協
議 

 

⑷ 

法
第
三
十
六
条
第
二
項
（
第
三

十
七
条
第
四
項
及
び
第
三
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水

浸
透
阻
害
行
為
の
許
可
又
は
不
許

可
の
通
知 

 

⑸ 

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
変

更
の
許
可 

 

⑹ 

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
軽

微
な
変
更
の
届
出
の
受
付 

 

⑺ 

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
又
は
廃
止
の
届

出
の
受
付 

 

⑻ 

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
の
検
査 

 

⑼ 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標

識
の
設
置 

 

⑽ 

法
第
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標

識
の
移
転
等
の
承
諾 

 

⑾ 

法
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標

識
の
設
置
に
伴
う
損
失
の
補
償 

 

⑿ 

法
第
三
十
八
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標

識
の
設
置
に
伴
う
損
失
の
補
償
に

係
る
協
議 

 

⒀ 

法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標

識
の
設
置
に
伴
う
損
失
の
補
償
に

係
る
裁
決
の
申
請 

 

⒁ 

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機

能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
の
許
可 

 

⒂ 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
又
は

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機
能
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
許



可
の
取
消
し
及
び
許
可
に
付
し
た

条
件
の
変
更
並
び
に
工
事
そ
の
他

の
行
為
に
係
る
停
止
命
令
及
び
措

置
命
令 

 

⒃ 

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
浸
水
被
害
の
防
止
を
図
る

た
め
の
措
置
の
実
施
及
び
公
告 

 

⒄ 

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
標
識
の
設
置
等
に
よ
る
停

止
命
令
又
は
措
置
命
令
を
し
た
旨

の
公
示 

 

⒅ 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
係

る
土
地
へ
の
立
入
検
査 

 

⒆ 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
土
地
等
に
係
る
報
告
等
の

徴
収
又
は
流
出
雨
水
量
の
増
加
を

抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
若

し
く
は
勧
告 

 

⒇ 

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
に

係
る
報
告
等
の
徴
収
又
は
雨
水
貯

留
浸
透
施
設
が
有
す
る
機
能
の
保

全
に
必
要
な
助
言
若
し
く
は
勧
告 

 

 

⑴
か
ら
⒇
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
係
る
事
務

の
う
ち
、
規
則
に
基
づ
く
事
務
で

あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 
 

三
十
五 

本
表
中
の
権
限
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞

及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与 

 
 
 

第
二
号
⑼
、
⑽
、
⒄
、

及
び

、

第
三
号
⑾
、
⒅
、
⒆
、

及
び

、

第
三
号
の
三
⑷
、
第
四
号
の
二
⑸
及

び
⑹
、
第
五
号
⑺
、
第
六
号
⑶
、
第

七
号
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
⒂
、
⒃
、

、



、

、

及
び

、
第
八
号
の
三



、
第
八
号
の
四
⑷
及
び
⑼
、
第
八

号
の
六
⑼
、
第
八
号
の
七
⑻
、
⑼
、

⑿
及
び
⒀
、
第
九
号
の
二
⑵
、
⑶
、

⑻
、
⒂
、

、

、

、

、

、



、

、

及
び

、
第
九
号
の
三

⑵
、
第
九
号
の
五
⑺
、
⑼
、
⑾
、
⒀

及
び
⒁
、
第
九
号
の
五
の
二
⑻
及
び

⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
第
九
号
の
六
⒀
か

ら
⒃
ま
で
、
第
九
号
の
六
の
二

、



、

及
び

か
ら

ま
で
、
第
十

号
⑶
、
⑹
、
⑺
、
⑾
、
⒂
、

、

、



、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、



、

、

及
び

、
第
十
一
号
の

二
⑷
、
第
十
一
号
の
四
⒂
、
第
十
一

号
の
四
の
二

か
ら

ま
で
、
第
十

 

（
略
） 

三
十
五 

本
表
中
の
権
限
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞

及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与 

第
二
号
⑼
、
⑽
、
⒄
、

及
び

、

第
三
号
⑾
、
⒅
、
⒆
、

及
び

、

第
三
号
の
三
⑷
、
第
四
号
の
二
⑸
及

び
⑹
、
第
五
号
⑺
、
第
六
号
⑶
、
第

七
号
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
⒂
、
⒃
、

、



、

、

及
び

、
第
八
号
の
三



、
第
八
号
の
四
⑷
及
び
⑼
、
第
八

号
の
六
⑼
、
第
八
号
の
七
⑻
、
⑼
、

⑿
及
び
⒀
、
第
九
号
の
二
⑵
、
⑶
、

⑻
、
⒂
、

、

、

、

、

、



、

、

及
び

、
第
九
号
の
三

⑵
、
第
九
号
の
五
⑺
、
⑼
、
⑾
、
⒀

及
び
⒁
、
第
九
号
の
五
の
二
⑻
及
び

⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
第
九
号
の
六
⒀
か

ら
⒃
ま
で
、
第
九
号
の
六
の
二

、



、

及
び

か
ら

ま
で
、
第
十

号
⑶
、
⑹
、
⑺
、
⑾
、
⒂
、

、

、



、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、



、

、

及
び

、
第
十
一
号
の

二
⑷
、
第
十
一
号
の
四
⒂
、
第
十
一

号
の
四
の
二

か
ら

ま
で
、
第
十

 

（
略
） 



一
号
の
五
⑻
、
第
十
二
号
⑷
、
第
十

二
号
の
二

、

、

、

、

、


、
、

及
び

、
第
十
四
号
⑹
、

第
十
四
号
の
二
⑼
、
第
十
五
号
⑷
、

第
十
五
号
の
二
⑹
、
⑺
及
び
⑼
、
第

十
六
号
⑽
か
ら
⒃
ま
で
、
第
十
六
号

の
二
⑸
か
ら
⑺
ま
で
及
び
⒁
、
第
十

六
号
の
二
の
二
⒇
か
ら
ま
で
、

、



か
ら

ま
で
及
び
、
第
十
六
号

の
三
⒁
、
⒂
、
⒄
、

及
び
、
第

十
七
号
の
二
⑸
、
⑺
、
⑼
及
び
⒂
、

第
十
七
号
の
三
⑷
、
⑻
、
⑽
、
⒁
、

⒂
、

、

、

、

、

、

、



及
び

、
第
十
八
号

、
第
十
九

号
の
二
⑵
、
⑶
、

、

、

、

、



、

、

、

、

、

、

、



及
び

、
第
十
九
号
の
四
⑾
、
第

二
十
号
⑵
、
第
二
十
号
の
二
⒁
、
⒂
、

⒆
、

、

、

、

、

及
び

、

第
二
十
一
号
⑾
、
⑿
、
⒇
、

、

、



、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、

及

び

、
第
二
十
号
の
三
⑻
か
ら
⑽
ま

で
、
⒁
か
ら
⒄
ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第
二
十
号
の
四
⑶
、
第
二
十

一
号
の
四
⑺
、
⒀
及
び
⒃
、
第
二
十

二
号
の
二
⒂
、
⒅
、

、

、

、



、

、

、

、

、

、

、



、

及
び

、
第
二
十
三
号
の
二

⑸
、
⑼
及
び
⑾
、
第
二
十
三
号
の
四

⑶
、
第
二
十
三
号
の
五
⒂
、
第
二
十

四
号
⑹
及
び
⑺
、
第
二
十
四
号
の
二

⑽
、
⒀
、

、

、

及
び

、
第

二
十
四
号
の
三
⑶
並
び
に
第
二
十
四

号
の
三
の
三
⑵ 

一
号
の
五
⑻
、
第
十
二
号
⑷
、
第
十

二
号
の
二

、

、

、

、

、



、

、

及
び

、
第
十
四
号
⑹
、

第
十
四
号
の
二
⑼
、
第
十
五
号
⑷
、

第
十
五
号
の
二
⑹
、
⑺
及
び
⑼
、
第

十
六
号
⑽
か
ら
⒃
ま
で
、
第
十
六
号

の
二
⑸
か
ら
⑺
ま
で
及
び
⒁
、
第
十

六
号
の
二
の
二
⒇
か
ら

ま
で
、

、



か
ら

ま
で
及
び

、
第
十
六
号

の
三
⒁
、
⒂
、
⒄
、

及
び

、
第

十
七
号
の
二
⑸
、
⑺
、
⑼
及
び
⒂
、

第
十
七
号
の
三
⑷
、
⑻
、
⑽
、
⒁
、

⒂
、

、

、

、

、

、

、



及
び

、
第
十
八
号

、
第
十
九

号
の
二
⑵
、
⑶
、

、

、

、

、



、

、

、

、

、

、

、



及
び

、
第
十
九
号
の
四
⑾
、
第

二
十
号
⑵
、
第
二
十
号
の
二
⒁
、
⒂
、

⒆
、

、

、

、

、

及
び

、

第
二
十
一
号
⑾
、
⑿
、
⒇
、

、

、



、
（
勧
告
を
除
く
。
）
、

及

び

、
第
二
十
号
の
三
⑻
か
ら
⑽
ま

で
、
⒁
か
ら
⒄
ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第
二
十
号
の
四
⑶
、
第
二
十

一
号
の
四
⑺
、
⒀
及
び
⒃
、
第
二
十

二
号
の
二
⒂
、
⒅
、
、

、

、



、

、

、

、

、
、

、


、

及
び

、
第
二
十
三
号
の
二

⑸
、
⑼
及
び
⑾
、
第
二
十
三
号
の
四

⑶
、
第
二
十
四
号
⑹
及
び
⑺
、
第
二

十
四
号
の
二
⑽
、
⒀
、

、

、

及
び

、
第
二
十
四
号
の
三
⑶
並
び

に
第
二
十
四
号
の
三
の
三
⑵ 

 
 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

 




